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■ 介護保険料が決定
■ 議会ニュース
■ JR小浜線の利用助成 №462
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　介護保険事業は、平成21年から23年の

3年間で必要なサービスを提供できる介護

サービス費用を算出し、保険料を決定して

います。

　第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

は、「本人の所得及び世帯の課税状況」に

応じて所得段階が第1段階から第7段階に分

けられます。

　詳しくは、7月上旬にお送りします介護

保険料決定通知書でご確認ください。

制度改正により介護保険料が見直されました

平成21年度

介護保険料が決定しました

生活保護を受けている

町民税を納めている(本人が町民税課税)

同じ世帯に町民税を納めている人がいる

老齢福祉年金を受けている

前年の合計所得金額は？

200万円
未 満

前年の合計所得金額
+課税年金

収入額が80万円以下

あなたの介護保険料は？(年額）

第1段階

24,000円
(月額2,000円)

生活保護の受給
者及び老齢福祉
年金の受給者で
世帯全員が町民
税非課税の方

第2段階

24,000円
(月額2,000円)

世帯全員が町民
税非課税で、前
年の合計所得金
額＋課税年金収
入額が80万円
以下の方

第3段階

36,000円
(月額3,000円)

世帯全員が町民
税非課税で第2
段階に該当しな
い方

第4段階

41,760円
(月額3,480円)

本人が町民税非
課税で前年の合
計所得金額+課
税年金収入額が
80万円以下の
方

第5段階

48,000円
(月額4,000円)

本人が町民税非
課税で第4段階
に該当しない方

第6段階

60,000円
(月額5,000円)

本人が町民税課
税で合計所得が
200万円未満の
方

第7段階

72,000円
(月額6,000円)

本人が町民税課
税で合計所得が
200万円以上の
方

前年の合計所得金額
+課税年金

収入額が80万円以下

200万円
以 上

いいえ

いいえいいえ

いいえ

いいえ

いいえ
は い

は いは い

は い

は い

は い
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保険料の納め方は、年金の受給額によって「特別徴収」と「普通徴収」に分かれます。

※お問い合わせ先　町健康福祉課(担当 山口) ☎32‐6704

平成21年
第2回 美浜町議会臨時会
平成21年
第2回 美浜町議会臨時会

　平成 21 年第 2 回美浜町議会臨時会が 5 月 29 日に開会
され、次の内容について審議し、いずれも原案のとおり可
決しました。

　地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴
い、議会招集の時間的余裕がなかったため専決処
分されたものについて、承認しました。

●美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一
　部を改正する条例
　国家公務員の給与措置に準じ、平成 21 年 6 月
に支給する一般職の職員、常勤特別職及び教育長
に係る期末手当等を暫定的に減額する措置を講じ
ました。

議会ニュース

専決処分の承認 条例の改正

〇美浜町税条例等の一部を改正する条例

○美浜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

保険料を納めないでいると・・・。

　保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は、納め忘れのな
いようにしましょう。

　費用の全額を利用者が一
旦自己負担し、申請により
後で保険給付分(費用の9
割)が支払われる形となり
ます。

　費用の全額を利用者が負
担し、申請後も保険給付の
一部、または全部が差し止
めとなります。さらに滞納
が続くと、滞納していた保
険料として給付費から差し
引かれます。

利用者負担が1割から3割
に引き上げられたり、高額
介護サービス費が受けられ
なくなります。

1 年 以 上
滞納すると

1年6か月以上
滞納すると

2 年 以 上
滞納すると

※災害などの特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。
　納付が難しいときは、町健康福祉課へご相談ください。

特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。

●年金の支払い月(偶数月)に、年金から保険料を6回に分け
　て天引きさせていただきます。

●天引き(特別徴収)の対象者となることが確認されてから、
　おおむね6か月後から保険料を天引きすることになります。

年金が年額18万円未満の方は、納付書で個別に納めます。

●町から保険料の年額を7月から翌年2月分の年8回に分けて
　納付書を送付します。

●金融機関または町役場出納室にて、納付期限までに納付して
　ください。また、保険料の納付方法には、便利で確実な口座
　振替もあります。ぜひご利用ください。

普通徴収
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ご存知ですか？ＪＲ小浜線利用促進助成

　町では、ＪＲ小浜線の利用促進を図

るため、回数乗車券を購入いただいた

方や団体旅行を実施された方に対して

費用の一部を助成しています。

　ぜひ、このお得な助成事業をご利用

ください。

　

町
内
の
保
育
園
・
小
学
校
・
中
学
校

の
学
校
行
事
や
部
活
動
な
ど
で
、
Ｊ
Ｒ

小
浜
線
を
利
用
し
た
際
の
小
浜
線
区
間

の
運
賃
を
全
額
助
成
し
ま
す
。

団
体
旅
行
の
助
成

①ＪＲ美浜駅で切符を購入した際に、ＪＲ美浜駅に備え
　付けの申請書兼請求書に販売証明を受けてください。
②親子旅行実施後20日以内に町企画政策課へ申請書兼請
　求書を提出してください。

親子旅行を計画されている方は、
ぜひご利用ください。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
企
画
政
策
課(

担
当･

三
田)

☎
32
‐
６
７
０
１

回
数
乗
車
券
の
助
成

～ＪＲ小浜線は地域の宝物　みんなで乗ろうよ小浜線　切符は美浜駅で買いましょう！～

□
対
象
者

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
、
ま
た　

　

は
町
内
の
事
業
所
等
に
勤
務
す
る
方

・
町
税
等
に
滞
納
が
な
い
方

□
条　

件

　

美
浜
駅
で
小
浜
線
区
間
を
利
用
す
る

回
数
乗
車
券
を
購
入
し
た
場
合

□
助
成
額

　

回
数
乗
車
券
の
10
％

※
限
度
額
は
、
1
回
の
購
入
に
つ
き
1

　

人
あ
た
り
１
，０
０
０
円
。

□
対
象
者

　

団
体
旅
行
助
成
の
申
請
者
が
町
内
に

住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
町
内

の
事
業
所
等
に
勤
務
し
て
い
る
こ
と
。

□
条　

件

　

美
浜
駅
で
小
浜
線
区
間
を
利
用
す
る

8
人
以
上
の
団
体
切
符
を
購
入
し
た
場
合

□
助
成
額

　

Ｊ
Ｒ
の
団
体
割
引
後
の
20
％

※
限
度
額
は
、
１
人
あ
た
り
片
道

　

４
０
０
円
。

学
生
団
体
の
助
成

対象期間　  7月1日(水)～9月30日(水)

対象事業

  ＪＲ切符を購入した時点で、次のすべての条件を満たす方
①本町に住所を有する親子。(親子旅行には中学生以下の
　者が１人以上含まれていること。)
※親子とは、子どもの親に限らず祖父母等3親等以内の親
　族を含む。
②美浜駅または東美浜駅を始点または帰点としたＪＲ切
　符であること。
③町税等に滞納がないこと。

　ＪＲ切符購入費の3分の2(限度額10,000円)を助成します。
※助成は、1世帯1回限りとする。(子どもと別世帯の親族
　とが旅行した場合も１世帯とする。)

　ＪＲ美浜駅で発行するＪＲ切符を購入して、ＪＲ小浜
線を利用した親子旅行。
　ただし、次のいずれかに該当する場合は、原則として
助成対象となりません。
①親子旅行の変更･中止等により切符の払い戻し等を受け
　た場合
②各地区子ども会等の団体主催による親子旅行

対象者

助成額

申請方法

今年度は期間を延長し、助成割合を拡充！


